
１．令和５年度燕市一般会計補正予算（第１１号）について

　（１） 補正額と財源内訳 （単位：千円）

　（２） 歳入の概要
※歳入及び歳出の概要の補正前予算額は今回補正となる科目を対象に集計してあります。 （単位：千円）

１ 繰入金 基金繰入金
財政調整基金繰入金

3,784,637 12,000

地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

-

令和５年度燕市一般会計補正予算（第１１号）の概要 議案
番号 51 資料

番号 1
企画財政課

52,223,540

番号 科　　　　　　目 補正前予算額 補正額 関連歳出

52,211,540 12,000 0 0 0 12,000

　今回の補正予算は、移動式空調設備導入事業について、設備本体は5月末までに納品される予定ですが、能登半島地震の影響等に伴う電源工
事部品の納期遅延により、来夏までに電源工事が間に合わないことが想定されることから、工事完了までの間、移動式空調設備を稼働させるため
の発電機借上料を計上します。
　また、燕市民交流センターのエレベーターが故障し、復旧のための交換部品の納期までに長期間要することが見込まれるため、当該修繕に係る
経費について債務負担行為の設定を行います。

補 正 前 の 額 今 回 補 正 額
財 源 内 訳

補 正 後 の 額
国 県 支 出 金

（補正後基金残高 3,018,245千円）
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　（３） 歳出の概要 （単位：千円）

　（４）繰越明許費補正
（単位：千円）

　（５） 債務負担行為補正
（単位：千円）

燕市民交流センターエレベーター修繕
令和6年度から

902 別紙
令和7年度まで

追　加

限　度　額
説明
資料

事　　項 期　　間

小学校費

中学校費

項

10 教育費 3

移動式空調設備導入事業

移動式空調設備導入事業

108,362

90,400

移動式空調設備導入事業

移動式空調設備導入事業

補　　正　　前 補　　正　　後

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額

90,400

学校教育課

３

財源内訳 説明
資料担当課 特定財源 一般財源

項 中学校費
３ 目 新営改造費

番号
事　業　名　等

116,762

94,000

変　更

款

10 教育費 2

2
移動式空調設備導入事業

能登半島地震の影響等に伴う電源工事部品の納期遅延に
より、来夏までに工事が間に合わないことが想定される
ことから、工事完了までの間、移動式空調設備を稼働さ
せるための発電機借上料を計上します。

・発電機借上料　　　　　　　　3,600千円

0 3,600 別紙

事　業　概　要 補正前予算額 補正額

3,600

１０ 款 教育費
２ 項 小学校費

別紙

学校教育課

担当課 特定財源 一般財源

1
移動式空調設備導入事業

能登半島地震の影響等に伴う電源工事部品の納期遅延に
より、来夏までに工事が間に合わないことが想定される
ことから、工事完了までの間、移動式空調設備を稼働さ
せるための発電機借上料を計上します。

・発電機借上料　　　　　　　　8,400千円

108,362 8,400 0 8,400

３ 目 新営改造費

番号
事　業　名　等

事　業　概　要 補正前予算額 補正額
財源内訳 説明

資料
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